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【主な確認事項】

１ 北海道の食品ロス発生量

・ てん菜糖業製造業を除いた食品ロス発生量で算出
北海道の実状に即した数値で表現
副産物のビートパルプは、家畜の飼料等に有効活用されているため

２ 数値目標

・ 令和12年度（2030年度）までに、食品ロス量を１０％削減
国の目標を上回る削減率をめざす



１． 我が国の食品ロス発生量の推移と削減目標

資料：消費者庁「食品ロス削減関係参考資料」の資料から引用
１（参考：年間の食品廃棄物等（2,104万ｔ)）



２．北海道の食品ロス発生量（令和４年度推計）

農林水産省の推計値等を参考に北海道で推計 （参考：R4食品廃棄物等（212万ｔ））

※ 道内の食品製造業の食品廃棄物等発生量は、家畜の飼料などに活用されるビートパルプを 主とするてん菜糖製造業の副産物が
大きな割合を占めている。このような状況の踏まえ、より実態に合った数値とするため「てん菜糖製造業を除いた食品ロス発
生量」を道内の食品ロス発生量とする。

北海道の食品ロス発生量は１７万トン､事業系が８万トン､家庭系が９万トン

〔参考：てん菜糖製造業を含めた食品ロス発生量〕

２

〔てん菜糖製造業を除いた食品ロス発生量〕



■ 第２次 北海道食品ロス削減推進計画／目標数値の設定

（１）食品ロス発生削減目標
直近の令和４年度（2022年度）を基準に、令和12年度（2030年度）までに、食品ロス量を10％削減する。

令和７年１０月
農政部食の安全･みどりの農業推進局

区 分 令和4年度 令和12年度 削減量

食品ロス量 17万ｔ 15万ｔ △2万ｔ

事業系 8万ｔ 7万ｔ △1万ｔ

家庭系 9万ｔ 8万ｔ △1万ｔ

当初目標（令和12年度）

17万ｔ

8万ｔ

9万ｔ

・国では、2030年度目標の435万ｔを達成するため、2022年度から7.8％削減
すると試算。

・北海道では、近年の推移状況や当初目標を達成していることなどを踏まえ、
2022年度を基準に2030年度までに、国の目標水準を上回る約10％、2万ｔ
削減を目標として設定。

目標設定の考え方

（２）食品ロスの削減に向けた行動目標
食品ロス削減のために何らかの行動をしている道民の割合を
直近の令和6年度から約10ポイントアップさせ、令和12年度に
80％以上と設定する。

区 分 令和6年度 令和12年度

家庭で実施 78％
80％以上

外食時に実施 71％ ３

（参考：国の目標は7.8％削減）


